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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定間隔離間させて対向配置された一対の平板状の面板と、
　これら面板間に配置され、各面板に対して固定されたコア部材と、
　前記面板間でかつ前記コア部材の側方に、一方向に延在して配置され、該一方向におけ
る衝撃圧縮力によって逐次破壊が進行する衝撃吸収部材と、
　を備えた衝撃吸収構造体において、
　前記衝撃吸収部材は、一部分が前記面板に対して固定されるとともに、残余部分が前記
面板に対して相対移動可能に設けられ、
　前記一部分が逐次破壊に寄与しない領域とされ、前記残余部分が逐次破壊が進行する領
域とされていることを特徴とする衝撃吸収構造体。
【請求項２】
　前記衝撃吸収部材は、前記一方向に軸線を有する筒形状とされていることを特徴とする
請求項１に記載の衝撃吸収構造体。
【請求項３】
　前記衝撃吸収部材は、樹脂と補強繊維との複合材料によって形成されていることを特徴
とする請求項１または２に記載の衝撃吸収構造体。
【請求項４】
　前記衝撃吸収部材の前記残余部分と、前記面板との間には、該衝撃吸収部材と該面板と
の接着を阻害する離型材が設けられていることを特徴とする請求項１から３のいずれかに
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記載の衝撃吸収構造体。
【請求項５】
　一対の前記面板のいずれか一方は、前記衝撃吸収部材の前記残余部分の一端が露出する
ように設けられていることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の衝撃吸収構造
体。
【請求項６】
　所定間隔離間させて対向配置された一対の平板状の面板と、
　これら面板間に配置され、各面板に対して固定されたコア部材と、
　前記面板間でかつ前記コア部材の側方に、一方向に延在して配置され、該一方向におけ
る衝撃圧縮力によって逐次破壊が進行する衝撃吸収部材と
を備えた衝撃吸収構造体の製造方法において、
　前記衝撃吸収部材の一部分と前記面板との間を接着剤によって固定し、
　前記衝撃吸収部材の残余部分と前記面板との間には、該衝撃吸収部材と該面板との接着
を阻害する離型材を配置することで、
　前記一部分を逐次破壊に寄与しない領域とし、前記残余部分を逐次破壊が進行する領域
とすることを特徴とする衝撃吸収構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機、自動車等の航行体の構造体として用いられて好適な衝撃吸収構造体
およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　航空機（例えば回転翼航空機であるヘリコプタ）、自動車等の航行体の構造体として、
衝突時の衝撃吸収のために、衝撃吸収構造体が用いられる。例えば、回転翼航空機である
ヘリコプタでは、下記特許文献１に示すように、不時着時における乗員の安全性確保のた
めに、衝撃吸収構造体を備えた床下構造が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３４８６８３９号公報（図１等参照）
【０００４】
　特許文献１には、図７に示すように、対向する一対の面板１０１間に、コア部材１０３
と共に複合材チューブ１０５を挟んだウェブが開示されている。衝撃圧縮荷重がウェブに
負荷されると、複合材チューブ１０５の軸線方向に破壊が進行し、衝撃エネルギーが吸収
されるようになっている。そして、同文献の複合材チューブの一端部の周壁にて、複数の
開口を設けたり、複合材の層間結合を弱めたりすることによって一端部の破壊強度を低下
させて、この一端部における初期破壊を促し、衝撃時の過大な初期反力を抑えるようにな
っている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に示されたウェブは、一般にサンドイッチパネルと称されており、
面板１０１とコア部材１０３とが接着剤によって結合されている。したがって、複合材チ
ューブ１０５についても、コア部材１０３と共に、接着剤によって面板１０１に対して全
体が固定されている。
　このように複合材チューブ１０５の全体が面板１０１に対して固定されていると、衝撃
力が加わった際であっても複合材チューブ１０５が面板１０１に拘束されてしまい、面板
等の既存構造物の破壊に追随して複合材チューブ１０５も破壊してしまうため、衝撃エネ
ルギーの吸収性能が低下する。仮に、逐次破壊が生じたとしても、面板１０１に対して全
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体が固定されているので、破壊したときの衝撃吸収部材の破片の多くが筒内部に入り込み
、衝撃エネルギーを吸収する衝撃吸収部材の有効長さが短くなるという問題がある。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、衝撃吸収能力に優れた衝撃
吸収構造体およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の衝撃吸収構造体およびその製造方法は以下の手段
を採用する。
　すなわち、本発明にかかる衝撃吸収構造体は、所定間隔離間させて対向配置された一対
の平板状の面板と、これら面板間に配置され、各面板に対して固定されたコア部材と、前
記面板間でかつ前記コア部材の側方に、一方向に延在して配置され、該一方向における衝
撃圧縮力によって逐次破壊が進行する衝撃吸収部材とを備えた衝撃吸収構造体において、
前記衝撃吸収部材は、一部分が前記面板に対して固定されるとともに、残余部分が前記面
板に対して相対移動可能に設けられ、前記一部分が逐次破壊に寄与しない領域とされ、前
記残余部分が逐次破壊が進行する領域とされていることを特徴とする。
【０００８】
　衝撃圧縮力が衝撃吸収構造体に加わると、衝撃吸収部材へと衝撃圧縮力が伝達され、こ
の衝撃圧縮力によって衝撃吸収部材では逐次破壊が進行する。このとき、衝撃吸収部材の
一部分は面板に固定されているが、残余部分が面板に対して相対移動可能となっているの
で、衝撃吸収部材の逐次破壊が面板との拘束によって妨げられずに進行する。このように
、相対移動する残余部分にて衝撃吸収部材の逐次破壊が確保されるので、大きな変位にて
逐次破壊が行われ、衝撃エネルギーが効果的に吸収される。
　衝撃吸収部材が固定される一部分としては、例えば、全体の長さの15～30％程度とされ
る。また、衝撃吸収部材が固定される一部分は、衝撃吸収部材の端部に設けることが好ま
しく、さらに好ましくは、逐次破壊の開始位置を衝撃圧縮力が作用する位置近傍とするた
め、衝撃圧縮力が作用する側とは反対側の端部に、固定される一部分を設けることが好ま
しい。例えば、航行体の外壁として衝撃吸収構造体を用いる場合には、航行体の内部側と
なる内側に、固定される一部分を設けることが好ましい。
【０００９】
　さらに、本発明の衝撃吸収構造体では、前記衝撃吸収部材は、前記一方向に軸線を有す
る筒形状とされていることを特徴とする。
【００１０】
　筒形状とすることにより、一箇所の破壊が全体の破壊となる座屈破壊を回避し、逐次破
壊を好適に進行させることができる。筒形状の横断面としては、四角形が好ましいが、他
の形状、例えば、円形、五角形以上の多角形であってもよい。また、横断面の一部が切り
欠かれていても（例えばＣ字形状）、座屈破壊せずに逐次破壊が行われる形状であればよ
く、無端状の横断面に限定されるものではない。
　衝撃吸収部材が筒形状とされている場合には、衝撃吸収部材が破壊されて破片が筒内部
に入り込む。この破片が筒内部に蓄積されて詰まることによって剛性が増大し、この領域
における衝撃吸収部材の圧縮変形が阻害されることになる。すなわち、破片が筒内部に入
り込み圧縮変形が阻害される領域は、逐次破壊に寄与しないことになる。したがって、衝
撃吸収部材を面板に対して固定する一部分の領域としては、破壊時に破片が内部に入り込
み圧縮変形が阻害される程度の領域（逐次破壊に寄与しない領域）とするのが好ましい。
【００１１】
　さらに、本発明の衝撃吸収構造体では、前記衝撃吸収部材は、樹脂と補強繊維との複合
材料によって形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　衝撃吸収部材として樹脂と補強繊維との複合材料を用いることによって、軽量化を図る
ことができる。
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　複合材料としては、好ましくは、炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）が用いられる
。
　複合材料に用いられる樹脂としては、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノ
ール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレタン樹脂等の熱硬化性樹脂、または、ポリアミド、
ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂が必要
に応じて用いられる。
　複合材料に用いられる補強繊維としては、炭素繊維が好適に用いられ、これ以外には、
ガラス繊維、芳香族ポリアミド繊維（アラミド繊維）、アルミナ繊維、炭化珪素繊維、ボ
ロン繊維等が用いられる。
【００１３】
　さらに、本発明の衝撃吸収構造体では、前記衝撃吸収部材の前記残余部分と、前記面板
との間には、該衝撃吸収部材と該面板との接着を阻害する離型材が設けられていることを
特徴とする。
【００１４】
　衝撃吸収部材と面板との接着を阻害する離型材を用いることにより、衝撃吸収部材と面
板との相対移動を容易に実現することができる。
　離型材としては、例えば、ＦＥＰ（テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレ
ン共重合体（４．６フッ化））フィルムを用いることができる。
　なお、離型材は、さらに相対移動を確実にするために、コア部材との間にも設けること
が好ましい。
【００１５】
　さらに、本発明の衝撃吸収構造体では、一対の前記面板のいずれか一方は、前記衝撃吸
収部材の前記残余部分の一端が露出するように設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　一対の面板のいずれか一方を、衝撃吸収部材の残余部分の一端が露出するように設け、
衝撃吸収部材を配置している空間を閉空間としないことにより、面板が衝撃吸収部材の逐
次破壊を阻害することを防ぐ。
【００１７】
　また、本発明の衝撃吸収構造体の製造方法は、所定間隔離間させて対向配置された一対
の平板状の面板と、これら面板間に配置され、各面板に対して固定されたコア部材と、前
記面板間でかつ前記コア部材の側方に、一方向に延在して配置され、該一方向における衝
撃圧縮力によって逐次破壊が進行する衝撃吸収部材とを備えた衝撃吸収構造体の製造方法
において、前記衝撃吸収部材の一部分と前記面板との間を接着剤によって固定し、前記衝
撃吸収部材の残余部分と前記面板との間には、該衝撃吸収部材と該面板との接着を阻害す
る離型材を配置することで、前記一部分を逐次破壊に寄与しない領域とし、前記残余部分
を逐次破壊が進行する領域とすることを特徴とする。
【００１８】
　衝撃吸収部材の一部分には接着剤を適用し、衝撃吸収部材の残余部分には離型材を適用
することとしたので、一部分が面板に対して固定され、残余部分が面板に対して相対移動
可能とされた衝撃吸収部材を簡便に製造することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の衝撃吸収構造体によれば、衝撃吸収部材の残余部分が面板に対して相対移動可
能となっているので、衝撃吸収部材の逐次破壊が面板との拘束によって妨げられずに進行
する。これにより、大きな変位にて逐次破壊が行われ、衝撃エネルギーを効果的に吸収す
ることができる。
【００２０】
　本発明の衝撃吸収構造体の製造方法によれば、衝撃吸収部材の一部分には接着剤を適用
し、衝撃吸収部材の残余部分には離型材を適用することとしたので、一部分が面板に対し
て固定され、残余部分が面板に対して相対移動可能とされた衝撃吸収部材を簡便に製造す
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ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態にかかるヘリコプタの床下構造を示した斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる衝撃吸収構造体を示した部分断面斜視図である。
【図３】図２の衝撃吸収構造体の上端の要部を示した縦断面図である。
【図４】図２の衝撃吸収構造体の下端の要部を示した縦断面図である。
【図５】サンドイッチパネルの製造方法を示した分解斜視図である。
【図６】衝撃荷重が加わった場合の衝撃吸収過程について示したグラフである。
【図７】従来の衝撃吸収構造体を示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に、本発明にかかる一実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１には、本発明の衝撃吸収構造体を適用したヘリコプタの床下構造の斜視図が示され
ている。
　同図に示されているように、床下構造は、底面を構成する床下外板１上に、複数のフレ
ーム３と複数のビーム５が固定された構成となっている。
　フレーム３は、それぞれが所定間隔を有して平行に配置され、幅方向に延在した状態で
設けられている。ビーム５は、それぞれが所定間隔を有して平行に配置され、フレーム３
に対して略直交する長手方向に延在した状態で設けられている。
　フレーム３及びビーム５は、衝撃吸収構造体となっている。具体的には、同図にて破線
で示す各位置に、複合材チューブ（衝撃吸収部材）７が床下外板１に対して立設する方向
に設けられている。なお、複合材チューブ７が示されていない他のフレーム３及びビーム
５に対しても、同様な位置に複合材チューブ７が設けられる。また、同図に示した複合材
チューブ７の位置は、あくまでも例示であって、それぞれのフレーム３及びビーム５に対
してそれぞれ適切な位置に複合材チューブ７が設けられる。
【００２３】
　図２には、衝撃吸収構造体とされた図１のフレーム３又はビーム５の部分断面斜視図が
示されている。
　同図に示されているように、フレーム３又はビーム５の主要部となる立設壁部はサンド
イッチパネル９となっている。このサンドイッチパネル９の下端は、横断面がＴ字形状と
されたＴ形レール１１によって片面側から支持された状態で、下方の床下外板１に対して
固定されている。サンドイッチパネル９の上端は、横断面がＬ字形状とされたＬ形レール
１３によって両側から挟まれた状態で、上方の上部構造部材１５に対して固定されている
。
　なお、サンドイッチパネル９の下端を固定するＴ形レール１１に代えて、横断面がＬ字
形状とされたＬ形レールを用いてもよい。
【００２４】
　サンドイッチパネル９は、平面状に延在するコア部材１７と複合材チューブ７とを壁面
を構成するように隣り合わせて配置し、これらを両面から面板１９によって挟み込んだ構
造となっている。すなわち、立設方向に直行する横方向に隣り合うコア部材１７間に、複
合材チューブ７が配置された構成となっている。
【００２５】
　面板１９は、薄板状とされ、サンドイッチパネル９の強度を主として負担する。面板１
９の材料としては、複合材、樹脂、金属等の種々の材料を用いることができるが、例えば
、炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）が好適に用いられる。
　コア部材１７は、強度確保および軽量化の観点から、好ましくは、ハニカム構造となっ
ている。コア部材１７の材料としては、複合材、樹脂、金属等の種々の材料を用いること
ができるが、例えば、芳香族ポリアミド（アラミド）が好適に用いられる。
【００２６】
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　複合材チューブ７は、サンドイッチパネル９の立設方向に軸線を有するように配置され
ている。すなわち、床下外板１から衝撃力が加わったときに生じる圧縮方向に軸線を有す
るように配置されている。
　複合材チューブ７は、衝撃力の圧縮方向（一方向）に軸線を有する筒形状となっている
。筒形状の横断面としては、四角形が好ましいが、他の形状、例えば、円形、五角形以上
の多角形であってもよい。
　また、複合材チューブ７は、樹脂と補強繊維との複合材料によって形成されており、好
ましくは、炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）が用いられる。
　複合材料に用いられる樹脂としては、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノ
ール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレタン樹脂等の熱硬化性樹脂、または、ポリアミド、
ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂が用途
に応じて用いられる。
　複合材料に用いられる補強繊維としては、炭素繊維が好適に用いられ、これ以外には、
ガラス繊維、芳香族ポリアミド繊維（アラミド繊維）、アルミナ繊維、炭化珪素繊維、ボ
ロン繊維等が用いられる。
【００２７】
　図３には、サンドイッチパネル９の上端近傍の縦断面図が示されている。同図は、複合
材チューブ７の位置にて切断した縦断面図となっている。同図に示されているように、複
合材チューブ７の上端の一部分に対応する領域では、接着剤２１によって、複合材チュー
ブ７の上端と面板１９とが固定された接着領域Ａが形成されている。接着剤２１としては
、例えば、エポキシ系のフィルム接着剤が好適に用いられる。
　一方、接着領域Ａよりも下方（床下外板側）すなわち複合材チューブ７の残余部分に対
応する領域では、離型フィルム（離型材）２３によって、複合材チューブ７の残余部分と
面板１９との接着が阻害された非接着領域Ｂが形成されている。なお、後述するように、
複合材チューブ７の残余部分は、隣接するコア部材１７に対しても、離型フィルム２３に
よって接着されていない。
【００２８】
　このように、複合材チューブ７は、面板１９及びコア部材１７に対して、上端の一部分
のみが固定され他の残余部分については、これら面板１９及びコア部材１７に対して接着
されずに相対移動可能とされている。
　離型フィルム２３としては、複合材チューブ７と面板１９及びコア部材１７との接着剤
による接着が妨げられる材料が用いられ、例えば、ＦＥＰ（テトラフルオロエチレン・ヘ
キサフルオロプロピレン共重合体（４．６フッ化））フィルムが好適に用いられる。ＦＥ
Ｐフィルムは、RICHMOND社からA5000 WHITEという商品名にて入手可能である。
【００２９】
　接着領域Ａは、以下のように決定することができる。
　複合材チューブ７は筒形状とされているので、複合材が破壊されると破片が筒内部７ｃ
に入り込む。この破片が筒内部７ｃに蓄積されて詰まることによって剛性が増大し、この
領域における圧縮変形が阻害されることになる。すなわち、破片が筒内部７ｃに入り込み
圧縮変形が阻害される領域は、逐次破壊に寄与しないことになる。したがって、接着領域
Ａとしては、破壊時に破片が筒内部７ｃに入り込み圧縮変形が阻害される程度の領域（逐
次破壊に寄与しない領域）とするのが好ましい。これにより、逐次破壊時における変位量
を可及的に大きくすることができる。
【００３０】
　図４には、サンドイッチパネル９の下端近傍の縦断面図が示されている。
　同図に示されているように、複合材チューブ７の下端は、床下外板１及びＴ形レールか
ら離間している。サンドイッチパネル９とＴ形レール１１との接続は、固定位置３３にて
、ボルト等の固定手段によって一方の面板１９ａのみと行われる。
　また、他方の面板１９ｂは、一方の面板１９ａよりも下端が短くなっている。これによ
り、複合材チューブ７の下端の一部は、他方の面板１９ｂによって覆われずに、露出して
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いる。このように、複合材チューブ７の下端を他方の面板１９ｂによって覆わずに、複合
材チューブ７を配置している空間を閉空間としないことにより、面板が複合材チューブ７
の逐次破壊を阻害することを防ぐ。
【００３１】
　次に、図５を用いて、サンドイッチパネル９の製造方法について説明する。
　先ず、下方に位置させた面板１９Ｌの上に、複数のコア部材１７を並べて載置する。面
板１９Ｌとコア部材１７との間には、コア部材１７に対応した形状のフィルム接着剤２５
が介挿されている。
　複合材チューブ７には、その外周を覆うように離型フィルム２３を巻回し、テープ（例
えばＰＴＦＥテープ）２６によって離型フィルム２３を固定する。離型フィルム２３は、
複合材チューブ７の一端７ａから、他端７ｂの手前の中途位置までにかけて配置されてい
る。この離型フィルム２３が設けられた領域が、非接着領域Ｂとなる。したがって、離型
フィルム２３が設けられていない他端７ｂ側の一部分の領域が接着領域Ａとなる。
　このように離型フィルム２３が巻回された複合材チューブ７を、コア部材１７及びフィ
ルム接着剤２５に隣接させて配置する。この際に、複合材チューブ７の接着領域Ａの下面
と面板１９Ｌとの間には、フィルム接着剤２７を配置する。複合材チューブ７の接着領域
Ａの両側面とコア部材１７との間には、それぞれ、複合材チューブ７側からフィルム接着
剤２９及び発泡接着剤３１をこの順番に配置する。発泡接着剤３１としては、エポキシ系
発泡接着剤が好適に用いられる。
【００３２】
　そして、コア部材１７の上面に、コア部材１７に対応した形状のフィルム接着剤３３を
配置するとともに、複合材チューブ７の接着領域Ａの上面にフィルム接着剤３５を配置し
た後に、上方から面板１９Ｕを載置する。
　上記のように各部材を配置した後に、圧力を加えながら加熱することによって一体化さ
せて、サンドイッチパネル９を完成させる。
【００３３】
　サンドイッチパネル９は、図２に示したように、下方がＴ形レール１１によって床下外
板１に対して固定され、上方が２本のＬ形レール１３によって上部構造部材１５に対して
固定される。
【００３４】
　次に、図６を用いて、衝撃荷重が加わった場合の衝撃吸収の過程について説明する。同
図において、横軸は変位を示し、具体的には、複合材チューブ７の軸線方向における圧縮
変位を示す。縦軸は、衝撃吸収構造体に加わる荷重を示す。
　同図に示されているように、衝撃荷重が加わると、急峻に荷重が立ち上がる（Ｐ１点参
照）。その後、複合材チューブ７の非接着領域Ｂが床下外板側の先端から逐次破壊してい
くことにより、一定の荷重を受けながら変位が漸次増大する。この一定荷重を受けながら
の変位の増大は、複合材チューブの非接着領域Ｂの全領域に対して逐次破壊が進行するま
で継続する。衝撃エネルギーの吸収量は、同図における面積Ｓに比例するので、逐次破壊
によって生じる変位量が大きいほどエネルギー吸収量が大きい。本実施形態の複合材チュ
ーブ７は、非接着領域Ｂによって逐次破壊時の変位量を増大させているので、大きなエネ
ルギー吸収を得ることができる。
【００３５】
　これに対して、従来技術のように、非接着領域を設けずに複合材チューブの全領域が面
板に対して接着されている場合には、面板によって複合材チューブが拘束されることにな
るので有効に逐次破壊が進行しない。このような現象が同図の破線で示されている。すな
わち、衝撃荷重が加わると、即座に逐次破壊が進行しないので、衝撃荷重が大きく立ち上
がる（Ｐ２点参照）。その後も、複合材チューブが面板に拘束されているので、逐次破壊
が有効に進行せず、面板の破壊に追随して座屈破壊が発生して全体が破壊してしまい、荷
重を殆ど負担することがない。このように、非接着領域を設けずに全領域が面板に対して
固定された複合材チューブでは、同図において小さな面積しか得られず、大きな衝撃エネ
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【００３６】
　本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
　複合材チューブ７の一部分（接着領域Ａ）を面板１９に固定する一方で、残余部分（非
接着領域Ｂ）を面板１９に対して相対移動可能となるようにしたので、複合材チューブ７
の逐次破壊を面板１９との拘束によって妨げずに進行させることができる。このように、
相対移動する残余部分にて複合材チューブ７の逐次破壊が確保されるので、大きな変位に
て逐次破壊が行われることによって衝撃エネルギーが効果的に吸収される。
　また、複合材チューブ７を筒形状としたので、座屈破壊させずに逐次破壊を好適に進行
させることができる。
　また、複合材チューブ７の一部分（接着領域Ａ）にはフィルム接着剤２７，２９，３５
を適用し、衝撃吸収部材の残余部分（非接着領域Ｂ）には離型フィルム２３を適用するこ
ととしたので、一部分が面板１９に対して固定され、残余部分が面板１９に対して相対移
動可能とされた構成を簡便に製造することができる。
【００３７】
　なお、本実施形態では、ヘリコプタの床下構造への衝撃吸収構造体の適用について説明
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、固定翼航空機や自動車にも適
用できる。
　本実施形態では、離型材として離型フィルム２３を用いることとしたが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、複合材チューブ７を隣接する部材（面板１９，コア部材１７
）との接着ないし結合を妨げるものであればよく、離型剤を塗布することとしても良い。
　複合材チューブ７の横断面としては、本実施形態のように四角形が好ましいが、他の形
状、例えば、円形、五角形以上の多角形であってもよい。また、横断面の一部が切り欠か
れていても（例えばＣ字形状）、座屈せずに逐次破壊が行われる形状であればよく、無端
状の横断面に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００３８】
１　床下外板
３　フレーム
５　ビーム
７　複合材チューブ（衝撃吸収部材）
９　サンドイッチパネル
１７　コア部材
１９　面板
２１　接着剤
２３　離型フィルム
２５，２７，２９　フィルム接着剤
２６　テープ
Ａ　接着領域（一部分）
Ｂ　非接着領域（残余部分）
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